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◆
会
員
の
登
録
方
法

　
高
梁
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
会
員

　
「
子
育
て
を
援
助
し
て
ほ
し
い

人（
依
頼
会
員
）」と「
子
育
て
を

援
助
し
た
い
人（
提
供
会
員
）」の

仲
介
は
、高
梁
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

　
依
頼
会
員
は
、
市
内
在
住
で
生

後
６
カ
月
か
ら
10
歳
未
満
ま
で
の

子
ど
も
の
い
る
保
護
者
で
す
。

　
提
供
会
員
は
、
市
内
在
住
で
、

心
身
と
も
に
健
康
で
援
助
活
動
に

理
解
と
熱
意
が
あ
り
、
子
ど
も
を

預
か
る
こ
と
の
で
き
る
人
で
す
。

　
提
供
会
員
は
、
２
時
間
程
度
の

研
修
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
利
用
料

▽
一
般
の
保
育
で
、
平
日
の
午
前

７
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
…
１
時

間
当
た
り
７
０
０
円

▽
一
般
の
保
育
で
、
そ
の
他
の
時

間
…
１
時
間
当
た
り
８
０
０
円

▽
軽
度
の
病
児
保
育
…
１
時
間
当

た
り
９
０
０
円　

※
利
用
料
は
、
依
頼
会
員
が
提
供

会
員
に
直
接
支
払
い
ま
す
。

お互いに子育てを支え合う

ファミリーサポート会員募集
「子育てを援助してほしい人」と「子育てを援助したい人」
を会員として、「高梁市ファミリーサポート事業」を行ってい
ます。多くの皆さんの会員登録の申し込みをお待ちしています。

　■問い合わせ・申し込み　高梁市ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内☎�２４５０）

◆
投
票
で
き
る
人

　
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す

る
人
が
投
票
で
き
ま
す
。

①
年
齢
満
20
歳
以
上
の
日
本
国
民

（
平
成
４
年
10
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
）

②
市
外
か
ら
の
転
入
者
の
場
合
、

平
成
24
年
６
月
22
日
ま
で
に
転
入

届
を
し
て
い
る
人

③
投
票
日
ま
で
引
き
続
き
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
、高
梁
市
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

◆
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
、
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
立
候
補

予
定
者
、
ま
た
は
そ
の
責
任
者
は

出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　
８
月
22
日
㈬　
午
後
１

時
30
分
～

▽
場
所　

総
合
文
化
会
館
レ
ク

チ
ャ
ー
ル
ー
ム

◆
告
示
・
立
候
補
届
出
受
付

▽
日
時　
９
月
23
日
㈰　
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時

▽
場
所　
元
市
民
会
館

◆
期
日
前
投
票

　
投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い

人
は
、期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▽
期
間
お
よ
び
時
間　
９
月
24
日

㈪
～
９
月
29
日
㈯　
午
前
８
時
30

分
～
午
後
８
時

投票日は９月３０日です

高梁市長・市議会議員選挙
10月23日で任期満了となる高梁市長および高梁市議会議員の
選挙を、９月23日㈰告示、９月30日㈰投票の日程で行います。
議員定数の改正により、今回の選挙から、選出する議員の定
数は20人となっています。
　■問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎�０２５５

▽
場
所　
元
市
民
会
館
お
よ
び
各

地
域
局
（
ど
こ
で
も
投
票
で
き
ま

す
）

◆
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
は
、
９
月
26
日
㈬

ま
で
に
投
票
用
紙
等
の
請
求
を
す

れ
ば
、
自
宅
で
郵
便
投
票
が
で
き

ま
す
。

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
交
付
の
要

件
は
、
身
体
の
障
が
い
の
程
度
に

よ
り
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
交
付
を
希
望
す
る
人
、
有
効

期
限
が
切
れ
る
人
は
、
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
投
票

▽
日
時　
９
月
30
日
㈰　
午
前
７

時
～
午
後
６
時

◆
選
挙
会
（
開
票
）

▽
日
時　
９
月
30
日
㈰　
午
後
８

時
15
分
～

▽
場
所　
元
市
民
会
館

今後の農業の道しるべとなる

「人・農地プラン」を作成しましょう
「高齢化が進み若い農業者がほとんどいない」「水田が小さく分散していて作業効率が悪い」「このままでは近い将来
耕作放棄地ばかりになってしまうのでは」という、人や農地の問題を解決するために、「地域の中心となる担い手を誰
にするか」「担い手と他の人が連携して農地をどう集積するか」「６次産業化など地域農業をどう発展させるか」など
を地域の皆さんで話し合っていただき、今後の農業の道しるべとなる「人・農地プラン」を作成しましょう。

　
こ
の
プ
ラ
ン
で
、
地
域
の
中
心

と
な
る
担
い
手
や
そ
れ
ら
に
協
力

す
る
人
、
新
た
な
担
い
手
に
位
置

付
け
ら
れ
る
と
、
主
に
次
の
よ
う

な
国
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◆
青
年
就
農
給
付
金（
経
営
開
始
型
）

　
青
年
の
就
農
意
欲
の
喚
起
と
就

農
後
の
定
着
を
図
る
た
め
、
経
営

が
不
安
定
な
就
農
直
後
の
所
得
を

支
え
る
給
付
金
（
年
間
１
５
０
万

円
）を
最
長
５
年
間
交
付
し
ま
す
。

　
原
則
45
歳
未
満
で
独
立
・
自
営

就
農
す
る
人
（
平
成
20
年
４
月
以

降
に
農
業
経
営
を
開
始
し
た
人
も

含
む
）
が
対
象
で
す
。
交
付
を
受

け
る
に
は
所
得
制
限
等
の
要
件
が

あ
り
ま
す
。

◆
農
地
集
積
協
力
金（
経
営
転
換

協
力
金・分
散
錯さ
く

圃ほ

解
消
協
力
金
）

　
米
・
麦
・
大
豆
等
を
生
産
す
る

土
地
利
用
型
農
業
か
ら
の
経
営
転

換
や
農
業
を
や
め
る
こ
と
で
、
所

有
農
地
を
地
域
の
中
心
と
な
る
担

い
手
に
貸
し
付
け
る
人
に
対
し
て

協
力
金
（
農
地
の
規
模
に
よ
り
一

戸
当
た
り
30
万
円
～
70
万
円
、
ま

た
は
10
㌃
当
た
り
５
０
０
０
円
）

を
交
付
し
ま
す
。

　
市
街
化
区
域
内
の
農
地
は
除
き

ま
す
。
ま
た
遊
休
農
地
の
保
有
者

　■問い合わせ　農林課農業振興係　☎�０２２３

は
、
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
交
付
を
受
け
る
に
は
、

農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
加

入
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
加
入
見

込
み
で
あ
る
こ
と
、
農
地
利
用
集

積
円
滑
化
団
体
等
へ
10
年
以
上
の

期
間
、
農
地
の
貸
付
相
手
先
を
指

定
し
な
い
委
任
等
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
す
。

◆
認
定
農
業
者
に
対
す
る
ス
ー

パ
ー
Ｌ
資
金
の
当
初
５
年
間
無
利

子
化

　
次
の
支
援
は
、
プ
ラ
ン
へ
の
位

置
付
け
に
関
係
な
く
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
青
年
就
農
給
付
金（
準
備
型
）

　
青
年
の
就
農
意
欲
を
喚
起
す
る

た
め
、
就
農
前
の
研
修
期
間
の
所

得
を
支
え
る
給
付
金
（
年
間
１
５

０
万
円
）
を
最
長
２
年
間
交
付
し

ま
す
。

　
岡
山
県
が
実
施
す
る
農
業
体
験

研
修
を
終
了
し
た「
認
定
就
農
者
」

（
原
則
45
歳
未
満
で
独
立
・
自
営

就
農
す
る
人
）
が
対
象
で
、
岡
山

県
の
認
定
審
査
が
あ
り
ま
す
。

　
研
修
終
了
後
、
１
年
以
内
に
就

農
し
な
か
っ
た
場
合
や
要
件
に
合

わ
な
く
な
っ
た
時
は
返
還
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
45
歳
以
上
55
歳
未
満
で
独
立
・

自
営
就
農
を
目
指
す
人
に
は
、
別

に
岡
山
県
の
農
業
実
務
研
修
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
プ
ラ
ン
は
随
時
見
直
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
必
要
な
部
分
か
ら
取

り
組
み
始
め
て
、
順
次
拡
大
し
て

い
く
こ
と
で
構
い
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
す
。

▽
新
規
就
農
者
が
新
た
に
出
て
き

た
と
き

▽
集
落
営
農
、
法
人
を
立
ち
上
げ

る
と
き

▽
引
退
を
決
意
し
て
農
地
集
積
協

力
金
を
も
ら
お
う
と
す
る
と
き

※ 

諸
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

要注意
◎食中毒と同じ方法で予防できます。
　・調理前、食事前、用便後は手をよく洗いましょう。
　・台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒をしましょう。
　・生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、冷蔵庫（１０℃以下）で保管し、早めに食べましょう。
　・食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際は生肉を扱う箸と食べる

箸を別々にしましょう。
　・乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生で肉を食べないようにしましょう。

腸管出血性大腸菌（O－157等）感染症注意報が発令中!! 岡山県知事選挙
【投票日】

10月28日㈰

　■問い合わせ　健康づくり課健康増進係　☎�０２６７


